
 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付一般競争入札に付します。 

 

平成２４年１月１１日 

（契約責任者）西日本高速道路株式会社 九州支社 

支社長 本間 清輔 

 

１．工事概要 

（１）工事名     沖縄自動車道 屋嘉ＩＣ～許田ＴＢ間車線横断用安全通路新築工事 

（電子入札対象） 

（２）工事場所    沖縄自動車道 自）沖縄県国頭郡金武町（屋嘉ＩＣ） 

至）沖縄県名護市字幸喜（許田ＴＢ） 

（３）工事内容  本工事は、沖縄自動車道屋嘉・金武・宜野座インターチェンジ及び

許田トールバリアにおいて料金所収受員用車線横断用安全通路の新築

工事を行うものである。 

（４）工事概算数量 

           屋嘉ＩＣ      Ｓ造 ２階建    ８１．４０ｍ２ 

           金武ＩＣ      Ｓ造 ２階建   １０３．２９ｍ２ 

           宜野座ＩＣ     Ｓ造 ２階建    ９６．００ｍ２ 

           許田ＴＢ      Ｓ造 ２階建   １１３．８０ｍ２ 

 （５）工期      契約締結日の翌日から３６０日間 

（６）本工事は、「企業の基礎的な技術力」及び「企業の信頼性・社会性」として、企業及び配

置予定技術者の能力、簡易な施工計画、環境への取組みその他の技術的要素（以下「技術

提案」という。）について記述した確認資料の提出を求め、入札価格とその他の技術的要素

を総合的に評価した結果、西日本高速道路株式会社にとって最も有利な入札者を落札者と

する総合評価落札方式の工事である。 

（７）本工事は資料の提出及び入札等を、原則として電子入札システムで行う電子入札対象工

事である。ただし、下記の①～④のいずれかの事由に該当するため、電子入札によりがた

い者は、契約責任者の承諾を得て紙入札方式によることができる。なお、承諾に係る手続

は５．(13)を参照すること。 

① 電子入札システムで使用するＩＣカードを保有しているものの、システム障害のた

め、競争参加資格確認申請書を期日までに提出できない場合 

② 電子入札システムの導入のため、ＩＣカード発行の申請手続中である場合 

③ ＩＣカードが失効、閉塞又は破損等で使用できなくなったため、ＩＣカード発行の

申請手続中である場合 

④ 会社名、住所又は代表者等の変更によりＩＣカードが使用できなくなったため、Ｉ

Ｃカード発行の申請手続中である場合 

（８）本工事は、すべての入札参加者から工事費内訳書の提出を求める工事である。 



 

（９）紙入札方式の場合（８）の工事費内訳書は原則として電磁的記録媒体（ＦＤ又はＣＤ－

Ｒ）で提出するものとする。ただし、電磁的記録媒体での提出ができない場合は、紙の工

事費内訳書を提出するものとする。 

 

２．競争参加資格 

当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満

足し、かつ、契約責任者による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認め

られた者とする。 

 （１）西日本高速道路株式会社契約規程実施細則（平成１７年細則第７号）第６条の規定に該 

当しない者であること。 

 （２）開札時に、平成２３・２４年度西日本高速道路株式会社工事一般競争（指名競争）参加 

資格のうち、「建築工事」の資格を有し、かつ、「等級Ａ」又は「等級Ｂ」に格付けされて

いる者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定め

る手続きに基づく工事一般競争（指名競争）参加資格の再認定を受けていること。）。 

 （３）入札公告の前年度から起算した過去２年間（平成２１年度及び平成２２年度）における 

当該工種の工事成績の平均点が２年連続で６５点未満でないこと。 

 （４）地理的条件 

施工地域内（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県）

における建設業法の許可に基づく本店、支店又は営業所を有すること。 

 （５）施工実績 

平成８年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有す 

ること。ただし、施工実績は西日本高速道路株式会社が発注し、完成・引渡しが完了した 

工事（旧日本道路公団が発注し、平成１３年度以降に完成・引渡しが完了した工事を含む。） 

である場合にあっては、評定点合計が６５点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共 

工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第２条第 

１項の政令で定める法人（以下、「他の機関」という。）が発注した工事である場合にあっ 

ては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該他の機関の競争入札において施工 

実績として認めていないものを除く。なお、同種工事の項に掲げる各工事の施工実績を同

一の工事において有する必要はない。（特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の 

構成員としての施工実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。） 

同種工事（下記ａ）及びｂ）を必要とする。ただし、ｂ）は当該工事種別の実績でな 

くてもよい。） 

ａ）鉄骨造又は鉄筋コンクリート造で延べ床面積４０ｍ２以上の建築物を新築、増築 

又は改築した工事。 

ｂ）各高速道路会社が管理する道路、又は道路法に規定する自動車専用道路の交通規 

制を行った施工実績を有すること。 

 



 

（６） 配置予定の技術者等 

次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置で

きること。なお、現場代理人を常駐する期間及び主任技術者又は監理技術者を専任で配

置する期間は、工事現場が稼動（準備工事を含む。）している期間とする。 

① 専任の主任技術者又は監理技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に

係る技術資格者又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 

② 現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、平成８年度以降に下記の同種工事の

経験を有する者であること。ただし、施工実績の取扱いは（５）に同じ。 

同種工事 

鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の建築物を新築、増築又は改築した工事。 

③ 専任の主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と

直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、確認資料提

出日以前に３ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。 

④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する

者であること。 

 （７）競争参加資格確認申請書及び確認資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日

から開札の日までの期間に、「西日本高速道路株式会社指名停止等事務処理要領（平成

１７年要領第９６号）」に基づき、「地域５」において、指名停止を受けていないこと。 

（８）上記１．に示した工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面

において関連がある建設業者でないこと。 

（９）警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、

公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

３．総合評価に関する事項 

（１）落札者の決定方法 

入札参加者は、「入札価格」並びに「企業の基礎的な技術力」及び「企業の信頼性・社会

性」に係る技術的要素でもって契約の申込みを行い、入札価格が契約制限価格の範囲内であ

る者のうち、（２）総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も

高い者を落札者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公

正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、

契約制限価格の範囲で発注者が定める最低限の要求要件を満たして入札した他の者のうち、

評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

（２）総合評価の方法 

１）技術評価点の最高点を２０点とする。なお、技術評価点１位の者が２者以上の場合、技

術提案または施工計画の評価結果及び質的内容に着目、優劣を判断し最も優位な１者に対し

て、０．５点を別に付与する。 

 



 

２）技術評価点は、あらかじめ定めた技術評価基準に基づいて、技術提案を次の評価項目ご

とに評価して得られた数値を合算することにより算出する。 

イ）企業の基礎的な技術力 

① 企業の施工能力 

・工事成績 

・優良工事表彰 

・契約後ＶＥ提案実績 

② 配置予定技術者の能力 

・主任(監理)技術者の保有資格 

・主任(監理)技術者の施工実績及び工事成績 

③ 施工体制 

・現場における技術者の配置状況及び品質管理又は安全管理の専任技術者の配置 

・安全管理のあり方 

④ 簡易な施工計画 

・品質管理に係わる技術基準 

・安全管理に留意すべき事項 

・施工上配慮すべき事項 

ロ）企業の信頼性・社会性 

① 社会貢献度 

・工事現場及び現場事務所等における環境への取組み 

３）価格評価点は、入札価格に対する評価点数であり、審査対象基準価格と同額である価格

評価基準額を１００点とし、それを下回る場合は０点とする。 

４）入札価格と価格以外の技術的要素の総合評価は、入札参加者に付与された技術評価点と

価格評価点を合算した評価値をもって行う。 

（３）上記（２）２）に係る評価項目の詳細、評価基準の内訳は入札説明書による。 

（４）上記（２）２）で求めた技術提案については、履行状況を踏まえて、受注者の責めに帰す

べき事由により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定点

を減ずるとともに、履行されなかった評価項目を再度評価し、評価された値に応じた未履行

額を請負代金額から減ずる場合がある。 

 

４．入札手続等 

（１）担当部署 

〒８１０-０００１ 福岡県福岡市中央区天神１－４－２ エルガーラ８階 

西日本高速道路株式会社 九州支社 総務企画部 経理課 課長代理  武田 真 

電話０９２－７１７－１７４５ 

 

 

 

 



 

（２）入札説明書、図面、仕様書等の交付期間、場所及び方法 

①交付期間：平成２４年１月１１日（水）から平成２４年３月１日（木）までの土曜日、

日曜日及び祝日（以下「休日」という。）を除く毎日午前１０時から午後４

時まで。 

②交付場所：上記４．（１）に同じ。 

③交付方法：直接交付する。 

（３）申請書等の提出期間、場所及び方法 

①提出期間：平成２４年１月１２日（木）から平成２４年１月２６日（木）までの休日を

除く毎日午前１０時から午後４時まで。 

②提出場所：上記４．（１）に同じ。 

③提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者の承諾を得た 

場合は、紙により持参又は郵送（簡易書留に限る。）すること。 

（４）入札書の提出期限、場所及び入札書の提出方法 

①提出期限：平成２４年３月２日（金） 午前１１時００分 

    ②提出場所：上記４．（１）に同じ。 

③提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者の承諾を得た 

場合は、紙により持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

（５）開札の日時及び場所 

①開札日時：平成２４年３月５日（月） 午前１０時３０分 

②開札場所：上記４．（１）の９階建設事業部会議室 

 

５．その他 

（１）契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 

イ）入札保証金 免除 

ロ）契約保証金 納付 

ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公

共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金の納付を免除する。 

（３）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（４）低入札価格調査 

上記３．（１）ただし書きの目的を達するため、本工事においては審査対象基準価格を設

定し、評価値が最高である者の入札価格がこれを下回る場合は、入札手続きを保留し、当

該入札者を対象として低入札価格調査を行う。 

 

 



 

（５）入札時に工事費内訳書の提出のない者の行った入札は無効とする。提出された工事費内

訳書を審査した結果、真摯な見積りを行っていないと認められたときは、その者の行った

入札を無効とする場合がある。 

（６）入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、

指名停止の措置を講じることがある。 

（７）配置予定技術者の確認 

落札者決定後、CORINS 等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事

実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職等の極めて

特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、確認資料の記載内容の変更

は認められない。 

（８）手続における交渉の有無  無 

（９）契約書作成の要否  要 

（10）当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契

約により締結する予定の有無  無 

（11）関連情報を入手するための照会窓口は、上記４．（１）に同じ。 

（12）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２．（２）に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４．（３）によ

り申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において当該資

格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

（13）紙入札方式による参加を希望する場合の手続 

 紙入札方式による参加を希望する者は、上記４．（３）①の期限までに、申請書等ととも

に紙入札方式参加承諾願（電子入札留意事項様式１）並びに下記のイ）又はロ）の書面を、

上記４．（１）に示す場所に持参又は郵送（簡易書留に限る。）により提出し、契約責任者

の承諾を得なければならない。 

イ）上記１．（７）①に該当する場合 

ＩＣカードを取得した際の書面の写し等、現在有効なＩＣカードを所有している

ことを証明する書面  

ロ）上記１．（７）②～④のいずれかに該当する場合 

ＩＣカード発行の申請書の写し等、ＩＣカード発行の申請手続中であることを証

明する書面 

（14）本件は、電子契約の対象とする。（詳細は入札説明書を参照。） 

 (15) 詳細は入札説明書による。 

以 上 


